
様
この度は、補助金の採択誠におめでとうございます。
私どもは、さまざまな補助金に採択されたお客様の事務作業（交付申請や完了報告）をサポートしている〇〇法務事務所と申します。今回は、補助金に採択された皆様に当事務所が提供しているサービスのご紹介でFAXをお送りしています。
突然ですが、皆様は補助金に採択された後の書類作成は進んでいますでしょうか？既にご承知かと思いますが、補助金を受け取るまでに、以下のような段階を踏まなければなりません。

	第一段階
	補助金への応募
	事業計画書を作成して申請

	第二段階
	補助金採択
	事務局HPで公表

	第三段階
	交付申請
	見積書や事業実施計画を提出

	第四段階
	事業実施
	事業計画書や交付申請時に示した計画に沿って事業を実施

	第五段階
	完了報告
	実施した事業の詳細を報告する

	第六段階
	確定検査
	事業計画書に沿って事業を実施したかを事務局により検査される

	第七段階
	入金



　せっかく、素晴らしい事業計画書を提出して採択されたにも関わらず、手続きを忘れていると最初に設定した事業実施期間を過ぎてしまい、補助金が受け取れない事態が発生する可能性もあります。
[bookmark: _GoBack]当事務所には、「報告の書類を作る時間がない」、「見積書はこれで良いのか？」、「交付申請書を作るのが難しい・・めんどくさい」など、各種補助金の採択を受けた後の皆様から様々なご相談が寄せられています。報告期限に余裕があるお客様に対しては、申請後サポートをご提供できますが、期限切れやギリギリのご相談では、どうしようもできず、期待していた補助金が受け取れず涙を流されたお客様もいらっしゃいます。このような事態を防ぐために、低料金で補助金採択後のサポートサービスを提供しております。
